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社会保障審議会医療保険部会における 「議論の整理」について

本 日(平 成23年12月6日)付 で、社会保 障審議会 医療保 険部会 にお ける 「議論の

整理 」が取 りま とめ られ ま したので、お知 らせ いた します。
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議論の整理

平成23年12月6日

社会保障審議会医療保険部会

社 会保 障 審 議 会 医療 保 険部会 は、 「社 会保 障 ・税 一体 改革 成 案 」(平 成23

年6月30日 政 府 ・与 党社 会保 障検 討本部 決 定 。以下 「成 案」 とい う。)を 受

けて 、本 年7月21日 以 降、成 案の 具体化 に向 けて審議 を重ね て きた。以下 、

当部会 にお け る この 間の議 論 を整理 す る。

1.地 域の実情 に応 じたサー ビスの提供体制の効率化 ・重点化 と機能強化

○ 成案には、病院 ・病床機能の分化 ・強化と連携(急 性期医療への医療資

源の集中投入等)、在宅医療の充実、重点化 ・効率化等が盛 り込まれてお り、

これ を着実 に実現 してい く必要が ある。平成24年 度の診療報酬 ・介護報酬

の同時改定 はこの実現に向けた第一歩 とすべ く、「平成24年 度診療報酬改

定の基本方針」を医療部会 とともに取 りまとめた。

○ 来年度の改定のみ ならず、超高齢社会のあるべ き医療の姿 を見据 えつつ、

引き続 き、「平成24年 度診療報酬改定の基本方針」に盛 り込 まれた 「将来

を見据 えた課題」について関係審議会で議論 を重ね てい く。

2.高 度 ・ 期医療への対応(セ ー7テ ィネ ヅ ト機能の強化)と給付の重点化

○ 近年、医療の高度化 によ り、がんの患者など長期にわた って高額な医療

を受ける方が増えてお り、これ らの方の負担 を軽減 し、医療保険のセー フ

ティネ ッ ト機能の強化が求め られ ている。

O現 在の高額療養費制度は、70歳 未満の一般所得者の所得 区分の年収の幅

が大 きい(年 収約210万 ～790万 円)た め、低所得層の負担が重 くなって

いる。また、 自己負担上限額が月単位 で設定 されているため、自己負担上

限額は超 えない水準の負担で、長期にわた って療養 される方の負担が軽減

されない場合が ある。
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0こ れ らの課題 に対応するため、自己負担上限額 を細分化 し、中低所得層

の負担 を重点的に軽減するとともに、年単位で新たに上限額 を設定す る改

善案について検討を行った。

O高 額療養費の改善の必要性については、異論がなか ったが、財源 をどの

ように賄 うかについては、意見が分かれ た。

O高 額療養費の改善については、昨年度の当部会でも議論 したが、保険財

政が厳 しい中、更に高額療養費の改善に よる給付費の増加 を保険料の引き

上げで賄 うことは困難である等の意見が あ り、改善は見送 られ たとい う経

緯がある。

○ 今年度の検討 においては、6月 に取 りま とめ られ た成案で、セー フティ

ネ ッ ト機能の強化 と給付の重点化 を併せて実施す る観点か ら、「高額療養費

の見直 しによる負担軽減 と、その規模に応 じた受診時定額負担等の併せた

検討(病 院 ・診療所の役割分担 を踏 まえた外来受診の適正化も検討)。ただ

し、受診時定額負担については低所得者に配慮。」とされた ことを踏まえ、

高額療養費改善の財源 と して、外来受診時に100円(低 所得者は50円)の

受診時定額負担について議論を行 った。

○ 受診時定額負担については、①患者だ けが負担す るのでな く、健康な人

も含めて保険料や公費で広 く負担すべ き、② 受診抑制により病状が悪化す

るおそれがある等の理 由か ら、導入 に反対の意見が あった。

○ 一方 で、① 医療費は保険料 ・公費 ・自己負担の組み合わせ で確保する必

要があるが、保険財政の現状 を考 えると、高額療養費の改善 を保険料の引

き上げで賄 うのは困難、②財源 を保険料 に求める場合、負担の大部分が若

年者に転嫁 される等の理 由か ら、受診時定額負担も一つの選択肢 との意見

もあった。

○ また、保険者 ごとの財政影響が異 なる ことを踏まえた議論 を行 う必要が

ある、財源の問題は理解するが、高額な医療 を受ける患者は大変困 ってお

り高額療養費の改善 は早急に実施 して欲 しいとい う意見もあった。

○ なお、成案では 「病院 ・診療所の役割分担 を踏まえた外来受診の適正化

も検討」とされてお り、大病院での外来の受診時のみ定額負担 を求 めるこ

とにつ いても検討 を行 ったが、 これによ り高額療養費の改善 に必要 な財源

を賄 うべ きとの意見はなかった。.
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○ 高額療養費の改善 によ り、長期にわた って療養 される方の負担 を軽減す

ることは喫緊の課題であ り、財源 の確保 とあわせてさらに検討を進める必

要がある。

3.町 村 の 政基盤 の 化 ・ 化 ・ 化

○ 市町村国保は、被用者保険 と比べて、① 年齢構成が高 く医療費水準が高

い、②所得水準が低 い、③所得に占める保険料負担が重い、④保険料収納

率が低いという構造的な問題 を抱えている。 このため、市町村が多額 の一

般会計繰入 を行 うなど、市町村財政に とっても大きな負担 となっている。

○ また、市町村合併後も、財政運営が不安定になる リスクの高 い小規模保

険者が依然 として多数存在 しているほか、医療費や所得、保険料の市町村

格差が大き く、所在する市町村によって保険料が異なることに対す る不公

平感もある。

○ こうした市町村国保の構造的な問題に対応す るため、低所得者保険料軽

減 の拡充や所得水準の低 い保険者に対す る支援の拡充等の財政基盤 の強

化を行 うとともに、財政運営を都道府 県単位 に広域化することによ り、財

政基盤の安定化 を図 ることが必要である。

○ 今年2月 か ら開催 されている 「国民健康保険制度の基盤強化に関する国

と地方の協議」において、市町村国保の財政基盤強化策及び財政運営の都

道府県単位化の具体的内容については、引き続 き協議を行 った上で、税制

抜本改革 とともに、制度見直 しを行 う。

(注)成 案の別紙2「 社会保障改革の具体策 、工程及び費用試算」において、

「併せて検討」 とされている 「被用者保険の適用拡大」 については、現

在、「短時間労働者 に対する社会保険適用等に関する特別部会」において

議論 されている。
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一
高齢者医療制度の見直 しについては、高齢者 医療制度改革会議にお いて平

成22年12月 に最終 と りまとめが行われ たが、成案において、「高齢者 医療制

度改革会議の とりまとめ等を踏まえ、高齢世代 ・若年世代に とって公平で納

得のい く負担の仕組み、支援金の総報酬割導入、自己負担割合の見直 しなど」

を行 うとされ ていることを踏まえ、検討 を行 った。

○ 高齢者医療制度の見直 しは、市町村国保の都道府県単位化 を含 め、最終

と りまとめにおいて示 された方針に沿 って着実に行 ってい くべ きとの意見

があった。

O他 方、最終 とりまとめに沿 って後期高齢者医療制度 を廃止 しても、運営

上の年齢区分は残る こと、高齢者間に新たな不公平が発生す ること等の問

題が ある、同制度は既に定着 してお り、拙速に新制度に移行 して混乱 を招

くことがないよ う、現行制度の改善によ り安定的な運営に努めるべ きとの

意見があった。

○ 後期高齢者医療制度の先行きに関す る被保険者や現場の不安を解消する

ため、可能な限 り速やかに将来に向けた方針が示 され、充分 な準備期間を

もって迅速に実行 され る必要があるとの意見が あった。

○ 高齢者医療 に関す る国民の理解 を得てい くため、また、現役世代による

負担の増大を抑制す るため、後期高齢者 医療制度や前期高齢者の財政調整

に対する公費拡充が必要であるとの意見が大勢 を占めた。

○ 後期高齢者支援金については、被用者保険における負担の公平の見地か

ら、また、協会けんぽに対す る緊急的な措置 と して、全面総報酬割 を早急

に実施すべきとの意見があった。他方 、総報酬割 は高齢者 医療制度の見直

し全体の中で行 うべ きであ り、 これのみ を抜 き出 して実施す ることは不適

当との意見が あった。

070～74歳 の 方の 患者 負担 割 合 につ い ては 、現 行法 上 、2割 負担 と法定 さ

れ て いる中で 、毎 年度約2000億 円の 予算 措置 を講 ず る ことに よ り、1割 負

担に凍結 され ているところ、最締 と りま とめにおいて、個々人の負担が増

加 しないよ う配慮す るとともに、現役世代の保険料負担の増加に も配慮 し、

70歳 に到達する方か ら段階的に本来の2割 負担 とする旨が提案 され ている

ことを踏まえ、議論 を行 った。
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070～74歳 の患者負担については、世代間で不公平が生 じている状況 を踏

まえ、法律上2割 負担 とされていることを尊重す る観点か らも、速やかに

法定割合に戻す ことが適当とす る意見が 多かった。なお、一部の委員か ら

は、 日本の患者負担割合は国際的に見 て高水準にある中で、患者負担割合

は1割 のまま とすべ きとの意見 もあった。

○ 最終 とりまとめに盛 り込まれている後期高齢者負担率の見直 しは、高齢

者の負担 を軽減す る一方で、現役世代 にとっては負担増であることか ら、

これ を実施す る場合には、現役世代への経済的支援をあわせて行 うべきと

の意見が あった。

○ 前期高齢者納付金の算定上、保険者の負担が過大 にな らないよ うに設 け

られている前期高齢者加入率の下限を引き下 げるべ きとの意見があった一

方 、その見直 しを行 うのであれば、高齢者医療制度の見直 し全体の中で検

討すべきとの意見があった。

5.協 会けんぽの 政 全化の取組

協 会 けん ぽ につ いて は、 リーマ ンシ ョック によ る被 保険 者の報 酬 の 下落等

によ る財 政 悪化 を受 け、平成24年 度末 ま での 間、被 用者保 険 に お ける後期高

齢者 支援i金の3分 の1を 、総 報酬 割 とす ると ともに 、国庫 負担 割合 を13%か

ら16.4%に 引 き上 げ る等 の特例 措置 を講 じて いる。

しか しな が ら、平成21年 度 か ら3年 連 続 で保 険料率 が上 昇 してお り、平 成

24年 度 に は1096を 超 える見込 み で あ り、健 保組 合 との保 険料率 の 乖離 が急 速

に拡 大 して い る。

○ 協会 けんぽの財政悪化が進む中、被用者保険における後期高齢者支援金

の全面総報酬割 を早急に実施するとともに、協会けんぽへの国庫負担割合

を健康保険法本則に規定された上 限割合である20%に 引き上 げるべ きと

の意見があった。

○ 他方、総報酬割の拡大は、前期高齢者の財政調整への公費投入 とあわせ

て行 うべ きである、協会けんぽと健保組 合との所得格差に起因す る保険料

率の格差の是正のための財源 は、健保組 合等に肩代わ りさせるべ きではな

いとの意見があった。

0協 会 けんぽの財政運営は、単年度の収支ではな く複数年度で均衡 させる

中期財政運営の考え方 を導入すべきとの意見があった。
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6.給 付の重 化 ・1運 営の効率化

医療費は増大す る一方で、厳 しい経済情勢 を反映 し、保険財政は非常に厳

しい現状にある。 また、今後は、更なる高齢化の進展、医療の高度化、医療

提供体制の機能強化等によ り、医療費が増加する ことが見込 まれている。

このような中、国民の信頼 に応え得 る高機能で中長期的に持続可能な医療

保険制度 とするためには、必要 な機能の充実は図 りつつ、給付の重点化 ・制

度運営の効率化も併せて行 ってい くことが必要である。

成案においても、 このよ うな観点か ら、重点化 ・効率化 を同時に実施する

こととされてお り、受診時定額負担のほか、次のよ うな項 目が盛 り込まれて

おり、議論を行った。

このほか、行政刷新会議等においても、給付の重点化 ・制度運営の効率化

に関す る施策が求め られ ている。

(医薬品の患者負担)

○ 市販医薬品の価格水準 を考慮 して医薬 品の患者負担 を見直すとの考 え方

については、診療報酬体系が複雑化するおそれがあるといった意見や過度

な患者負担を求めるべ きでないといった意見が あった。また、市販 医薬品

については、消費者が自ら選択 して服薬す るものであ り、医師の処方によ

る医療用医薬品 とは性質が異なる ことや 、使用方法が異 なるものの負担 を

比較することは困難であるという意見 もあった。

(後発医薬品の使 用促進)

○ 平成24年 度 に後発医薬品の シエアを30%と す るとの 目標 の下に、診療

報酬上の評価、患者への情報提供、処方せん様式の変更、医療関係者の信

頼性向上のための品質確保な ど、総合的 な使用促進 を図る。

○ 行政刷新会議の 「政策提言型仕分け」において出された、先発 品と後発

品の差額の一部 を患者負担 とす るとの考 え方 については、過度な患者負担

を求めるべ きでないといった意見があった。

(入院時の食費 ・居住 費)

○ 入院時の食費 ・居住費については、①入院時の食事管理は治療の一環で

あ り、通常の食事 とは区別 して考 えるべ き、②居住費の負担が入院前の住

居 との二重の負担 にな らないようにすべ き、等の理 由か ら、見直 しに慎重

な意見が大勢 を占めた。なお、一部の委員か らは、事業仕分 けの考 え方に
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基づき見直 しを進めるべきとの意見 もあ った。

(現金給付(傷 病手当金)の 見直 し)

○ 傷病手 当金 について、不正請求防止 の観点等か ら、①支給上限額の設定

や、②標準報酬の平均額 に基づ き支給額 を決定すべ きとの意見が あったが、

これ らについては、保険料負担に応 じた給付 という傷病手当金の基本的な

考え方や実務のコス トの面か ら問題 との意見が あった。

○ また、不正請求の防止に加 え、保険者機能の強化の観点か ら、事業主へ

の質問 ・調査権限の法律上の明確化を検討すべ きである。

(生活習慣病 予防)

○ 特定健診 ・保健指導について、「保険者 による健診 ・保健指導等に関する

検討会」での議論や制度導入か らこれ までの実績 を踏まえ、その在 り方を

検討 し、引き続 き生活習慣病 を予 防す る取組 を推進する。

(=CT利 活用の推進、 レセ プ ト審査の質の向上 ・業務の効率化)

○ 本年4月 に電子 レセ プ トによる請求が原則化 されたが、今後 も レセ プ ト

電子化が猶予 されている医療機 関について電子 レセ プ トへの移行 を勧奨す

るな ど、更 なる レセ プ トの電子化 を推進することによ り、 レセプ ト審査の

質の向上 ・業務の効率化 を図る。

(保険者 による適正受診の勧奨等の保険者機能の発揮)

○ 保険者による被保険者 に対する受診勧奨や頻回 ・重複 受診への指導、重

症化予防などの取組 など保険者機能の発揮による制度運営の効率化等 を推

進する。

(療養 費の見直 し)

○ 柔道整復等の療養費について、審査体制の強化 などその適正な支給を求

める意見が多か った こと、会計検査院等か らも指摘 を受けていること、療

養費は国民医療費の伸びを近年上 回って増加 している現状な どを踏まえ、

平成24年 療養費改定において適正化する とともに、関係者 による検討会を

設 け、中 ・長期的な視点に立 って、柔道整復療養費等の在 り方の見直 しを

行 う。
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(医療費適正化計画)

0以 上の取組のほか、国及び都道府県は、特定健診 ・保健指導の実施によ

る国民の健康の保持の推進 と平均在院 日数の短縮等による医療の効率的

な提供の推進 を柱 とす る医療費適正化計画を策定 し、医療費の適正化 を図

っている。この うち、医療の効率的な提供の推進 については、療養病床に

係 る目標 を凍結 した ことや、成案 において新 たな医療提供体制の方向性が

示された ことも踏まえ、平成25年 度か らの新たな計画期間における目標

の在 り方等 を検討 し、引 き続 き医療費の適正化 を推進する。

(国保組合の補助率 の見直 し)

03大 臣合意(平 成22年12月17日 、国家戦略担当大臣 ・財務大臣 ・厚生

労働大臣)を 踏まえ、保険者間の公平 を確保する観点か ら、所得水準の高

い国民健康保険組合(以 下 「国保組合」とい う。)に対する国庫補助の見直

しを行 う。

Oな お、所得水準の高 い国保組合 について も、国庫補助を完全に廃止す る

ことは財政運営への影響が大きい、国庫補 助を廃止 した場合には、保険料

の上昇によ り加入者が脱退 し、国保組合の解散等の可能性 もあることか ら

財政影響について精査す る必要がある、という意見 もあった。

以上のほか、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、産休期間中の

保険料免除 といった年金改革 とともに進 めてい くべき課題 もある。 当部会 と

して意見の隔た りが あった点 もあるが、社会保障 ・税一体改革 は喫緊の課題

であ り、厚生労働省においては、当部会 にお ける種 々の意見 に十分に留意 し

つつ、改革 を進め られ たい。
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(参考)12月5日(月)第51回 医療保険部会資料6か らの変更点

議論の整理 く案L

平成23年12月_6日

社会保障審議会 医療保険部会

社 会保 障審議会 医療保 険部会 は、「社会 保障 ・税 一体改革 成案」(平 成23

年6月30日 政府 ・与党社 会保障検討本部決定。以下 「成案」 とい う。)を 受

けて、本年7月21日 以降、成案の具体化 に向けて審議 を重ね てきた。以下、

当部会 における この間の議論 を整理す る。

工 地域の実情に応じたサービスの提供体制の効率化 ・重点化と機能強化

○ 成 案には、病院 ・病床機能 の分化 ・強化 と連携(急 性期 医療への 医療資

源 の集 中投 入等)、在宅 医療の充実 、重点化 ・効率 化等 が盛 り込 まれ てお り、

これ を着実 に実現 して い く必要が ある。平成24年 度の診療報酬 ・介護報酬

の 同時改定 は この実現 に向 けた第一歩 とすべ く、「平成24年 度診療報酬改

定の基本方針」 を医療部 会 とともに取 りまとめた。

O来 年度の改定のみ な らず、超高齢社会 の あるべ き医療 の姿 を見据 えつつ、

引 き続 き、 「平成24年 度診療報酬改定の基本方針」 に盛 り込 まれた 「将来

を見据 えた課題」 について関係審 議会 で議 論 を重ね てい く。

2、 高度 ・長期 医療への対応(セ ー フテ ィネ ッ ト機能 の強化)と 給付 の重点化

O近 年 、医療 の高 度化 によ り、がんの患者 な ど長期 にわた って高額 な医療

を受 ける方が増 えてお り、 これ らの方の負担 を軽減 し、医療保険のセー フ

テ ィネ ッ ト機能の強 化が求め られて いる。

○ 現在の高額療養費制 度は、70歳 未満 の一般所得者の所得 区分の年収の幅

が大 きい(年 収約210万 ～790万 円)た め 、低所得層の負担が重 くな って

いる。また、 自己負担上 限額 が月単位 で設定 され ているため、 自己負担上

限額 は超えな い水準の負担 で、長期 にわ た って療養 され る方の負担が軽減

され ない場合 が ある。
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Oこ れ らの課題 に対応す るため 、 自己負担上 限額 を細分化 し、中低 所得 層

の負担 を重 点的に軽 減す るとともに、年単位 で新 たに上 限額 を設定す る改

善案 について検 討 を行 った。

○ 高額療養 費の改善の必要性 については、異論 がなか ったが 、財源 を どの

よ うに賄 うかにつ いて は、意見が分かれ た。

○ 高額療養費 の改 善につ いては 、昨年度 の当部会 で も議論 したが、保険財

政が厳 しい中、更に高額 療養 費の改善 による給付費の増加 を保 険料 の引き

上 げで賄 うことは困難で ある等の意見が あ り、改善 は見送 られ た とい う経

緯が ある。

○ 今年度 の検討 において は、6月 に取 りま とめ られ た成 案で、セー フテ ィ

ネ ッ ト機能 の強 化 と給付の重点化 を併せ て実施す る観 点か ら、「高額療養 費

の見直 しによる負 担軽減 と、 その規模 に応 じた受診時定額負担等 の併せ た

検討(病 院 ・診療所 の役割 分担 を踏ま えた外来 受診の適正化 も検討)。 ただ

し、受診時定額負 担につ いては低所得者 に配慮 。」 とされ た ことを踏ま え、

高額療養費改善 の財源 と して、外来受診時 に100円(低 所得者は50円)の

受診時定額負担 につ いて議論 を行 った。

0受 診時定額負担 につ いては、①患者 だけが負担す るの でな く、健康な人

も含めて保険料や公 費で広 く負担すべ き、② 受診抑制 によ り病状が悪化す

るおそれが ある等 の理由か ら、導入 に反対の意見が あった。

○ 一方で、① 医療 費は保 険料 ・公費 ・自己負担の組み合わせ で確保す る必

要があ るが、保険財 政の現状 を考 えると、高額療養費の改善 を保険料の引

き上 げで賄 うの は困難 、②財源 を保険料 に求め る場合、負担の大部分が若

年者 に転 嫁 され る等 の理 由か ら、受診時定額負担 も一つの選 択肢 との意 見

もあった。

○ また、保 険者 ごとの財政影響 が異 な ることを踏ま えた議 論 を行 う必要が

ある、財源 の問題は理解す るが 、高額 な医療 を受 ける患者 は大変困 ってお

り高額療養費 の改善 は早急 に実施 して欲 しいという意 見 もあ った。

Oな お、成案 では 「病院 ・診療所 の役割 分担 を踏 まえた外 来受診 の適正 化

も検討」 とされ てお り、大病院 での外 来の受診 時のみ定額負 担を求 める こ

とについても検 討 を行 ったが 、 これ によ り高額療養 費の改善 に必要 な財源

を賄 うべ き との意 見はなか った。
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○ 高額療養 費の改善 によ り、長期 にわた って療養 され る方の負担 を軽減 す

る ことは喫緊の課題 であ り、財源 の確保 とあわせ て さらに検 討 を進 める必

要が ある。

3.市 町村 国保 の財政基盤 の安定化 ・強化 ・広域 化

○ 市 町村 国保 は、被用者保 険 と比べて、① 年齢構成が高 く医療 費水準 が高

い、② 所得水準が低 い、③所 得に 占める保険料負担が重 い、④ 保険料収納

率が低 い とい う構造 的な問題 を抱えて いる。 このため、市 町村が多額 の一

般会計繰 入 を行 うな ど、市 町村財 政に とって も大 きな負担 とな っている。

○ また、市町村合併後 も、財 政運営が不安定になる リスクの高 い小規模保

険者 が依 然 と して多数存在 して いるほか 、医療 費や所得 、保険料の市 町村

格差 が大 き く、所在 する市 町村 によって保険料 が異 なる ことに対する不公

平感 もある。

○ こうした市町村国保の構造的な問題に対応するため、低所得者保険料軽

減の拡充や所得水準の低い保険者に対する支援の拡充等の財政基盤の強

化を行うとともに、財政運営を都道府県単位に広域化することにより、財

政基盤の安定化を図ることが必要である。

○ 今年2月 か ら開催 され ている 「国民健 康保 険制度の基盤強 化に関す る国

と地方の協議 」にお いて、市 町村 国保 の財政基盤強化策及 び財政運営の都

道府 県単位 化の具体 的内容 については、引き続 き協議 を行 った上で、税制

抜本改革 とともに 、制度 見直 しを行 う。

(注)成 案の別紙2「 社会保障改革 の具体策 、工程及 び費用試算」において、

「併 せて検 討」 とされ て いる 「被用者保 険の適用拡大」 につ いては、現

在 、「短 時間労働 者 に対す る社会 保険適用等 に関す る特別部会 」において

議論 され て いる。
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4.高 齢 者 医療 制度の見直 し

高齢者 医療制 度の見直 しについては、高 齢者 医療制度 改革会 議にお いて平

成22年12月 に最終 と りま とめが行われ たが 、成案 において、「高齢者医療制

度改革会議の と りま とめ等 を踏 まえ、高齢世代 ・若年世代 に とって公 平で納

得の い く負担の仕組 み、支援金 の総報 酬割 導入、自己負担割合 の見 直 しな ど」

を行 うとされ ている ことを踏 まえ、検討 を行 った 。

O高 齢者 医療 制度 の見 直 しは、市町村国保の都 道府県単位化 を含め、最終

と りま とめにお いて示 され た方針 に沿 って着実に行 って い くべ きとの意 見があった。一
刀 、、'ムb、 、 鳶・一一

○ 他方 、最 終 と りま とめに沿 って後期高齢者医療制度 を廃止 しても、運営

上 の年齢 区分 は残 る こと、高齢者 間に新たな不公平が発生す る こと等の問

題が ある、同制 度 は既 に定着 してお り、拙速 に新制度 に移 行 して混乱 を招

くことが ないよ う、現行制度の改善 によ り安定 的な運 営に努 め るべ きとの

意 見が あった 。

O後 期高齢者医療制度の先行きに関する被保険者や現場の不安を解消する

ため、可能 な限 り速 やか に将来 に向けた方針が示 され 、充分 な準備期 間を

もって迅速 に実行 され る必要が ある との意見が あ った。

O高 齢者 医療 に関す る国民の理解 を得 てい くため、また、現役世代 による

負担の増 大 を抑制す るため、後期高齢者 医療制度や前期高齢者 の財政調整

に対す る公費拡充が必要 で あるとの意 見が大勢 を占めたあ一っ4と。

○ 後期高齢者支援 金 につ いては、被用 者保 険にお ける負担の公平の見地 か

ら、 また 、協会 けんぽ に対す る緊急 的な措置 と して、全 面総報酬割 を早急

に実施 すべ きとの意 見が あった。他方 、総報酬割 は高齢者 医療制度 の見直

し全体 の中で行 うべ きで あ り、 これのみ を抜 き出 して実施す る ことは不適

当 との意見が あった 。

070～74歳 の方の患者負担割合 については、現行法上 、2割 負担 と法定 さ

れて いる中で 、毎年度約2000億 円の予算 措置 を講ず ることに よ り、1割 負

担 に凍結 されて いる ところ、最終 とりまとめ において、個 々人の負担が増

加 しない よう配慮す る とともに、現役世代 の保 険料 負担の増加 にも配慮 し、
70歳 に到達 す る方か ら段 階的 に本来の2割 負担 とす る旨が提案 され ている

一4一



こ とを踏 ま え 、 議論 を行 った 。

070～74歳 の患者 負担につ いては 、世代間で不公平が生 じている状況 を踏

まえ、法律 上2割 負担 とされ ている ことを尊 重する観 点か らも、速やか に

法定割 合に戻す ことが適 当 とす る意見が 多か った。なお、一部の委員か ら

は、 日本 の患者負担割合 は国際 的に見 て高水準 にある中で、患者負担割合

は1割 のま まとすべ き との意見 もあ った 。

0最 終 と りま とめ に盛 り込 まれ ている後期高齢者負担率の見直 しは、高 齢

者の負担 を軽減 する一方で、現役 世代に とっては負担増 で あることか ら、

これ を実施す る場合 には、現役世 代への経済 的支援 をあわせ て行 うべ き と

の意 見が あった 。

○ 前期高齢者 納付金の算定上 、保険者 の負担が過大 にな らないよ うに設 け

られ ている前期 高齢者加入率の下 限を引 き下 げるべ きとの意見が あった一

方 、その見 直 しを行 うので あれば、高齢者 医療制度の見直 し全体の 中で検

討すべ きとの意見 が あった。

5.協 会 けん ぽの財政健全 化の取組

協会 けんぽにつ いては、 リー マ ンシ ョックによる被保険者 の報酬の下落等

に よる財政悪 化 を受 け、平成24年 度末までの間、被用者保 険にお ける後期高

齢者支援金の3分 の1を 、総報酬割 とす るとともに、国庫負担割合 を13%か

ら16.4%に 引 き上 げる等 の特例措置 を講 じている。

しか しなが ら、平成21年 度か ら3年 連続 で保険料率 が上 昇 してお り、平成

24年 度 には1096を 超 える見込み で あ り、健保組合 との保険料率 の乖離が急速

に拡大 している。

○ 協会けんぽの財政悪化が進む中、被用者保険における後期高齢者支援金

の全面総報酬割を早急に実施するとともに、協会けんぽへの国庫負担割合

を健康保険法本則に規定された上限割合である20%に 引き上げるべきと

の意見があった。

○ 他方 、総報酬 割の拡大 は、前期高齢者 の財政調整へ の公 費投入 とあわせ

て行 うべ きで ある、協会 けん ぽ と健保組合 との所得格差 に起 因す る保険料

率 の格差 の是 正のための財源 は、健保組合等 に肩代わ りさせ るべ きではな

い との意見が あ った。
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○ 協会けんぽの財政運営は、単年度の収支ではなく複数年度で均衡させる

中期財政運営の考え方を導入すべきとの意見があった。

6.給 付 の重点化 ・制度運 営の効率化

医療費 は増大す る一方で、厳 しい経済情勢 を反映 し、保険財政 は非常 に厳

しい現 状に ある。 また、今後 は、更な る高齢化の進 展、医療の高度化 、医療

提供体制 の機 能強化等 にょ り、医療費が増加す ることが見込 まれて いる。

このよ うな中、国民 の信頼 に応 え得 る高機 能で中長期 的に持 続可能な医療

保 険制度 とす るため には、必要 な機能 の充実 は図 りつつ、給 付の重点化 ・制

度運営の効率化 も併せて行 って い くことが必要 である。

成案 において も、 この よ うな観 点か ら、重点化 ・効率化 を同時に実施す る

こととされ て お り、受診 時定額 負担のほか 、次の よ うな項 目が盛 り込 まれ て

お り、議論 を行 った。

このほか 、行政刷 新会議等 において も、給付 の重点化 ・制 度運営の効率 化

に関す る施策が 求め られ ている。一
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(医薬 品の患者 負担)

○ 市販医薬 品の価格水 準 を考慮 して医薬 品の患者負担 を見直す との考え方

につ いては、診療報酬 体系が複雑 化す るおそれが あるといった意見や過度

な患者負担 を求 めるべ きでな いといった意見が あった。 また 、市販医薬品

について は、消 費者 が 自 ら選択 して服薬す るもので あ り、医師の処方に よ

る医療用医薬 品 とは性質が異な る ことや 、使用方法が異な るものの負担 を

比較す る ことは困難 で あるとい う意見 もあ った。 一',、 フ 贈、

一

(後発 医薬 品の使用促 進)

○ 平成24年 度 に後発 医薬 品の シエア を3096と する との 目標 の下に、診療

報酬上の評価 、患者 への情報提供 、処方せん様式の変更 、医療 関係者の信

頼性 向上の ための品質確保 な ど、総合 的な使用促進 を図 る。

○ 行政刷新会議 の 「政策提言型仕分 け」において出され た、先発 品と後発

品の差額の一部 を患者負担 とす る との考 え方 については、過度 な患者負担

を求 めるべ きでな い とい った意見 が あった。 、ム'、 止 量

岳

(入院時の食費 ・居 住費)

○ 入院時の食費 ・居住費 につ いて は、①入院時の食事 管理は治療の一環 で

あ り、通常の食事 とは区別 して考 えるべ き、② 居住 費の負担が入院前 の住

居 との二重の負担 にな らな いよ うにすべ き、等の理由か ら、見直 しに慎重

な意 見が大勢 を占めた。なお、一部の委 員か らは、事 業仕分 けの考え方に

基づ き見直 しを進 め るべ き との意見 もあ った。

(現金給付(傷 病手 当金)の 見直 し)

○ 傷病手 当金 につ いて 、不正請求 防止 の観 点等か ら、①支給上 限額の設定

や、② 標準報 酬の平 均額 に基づ き支給額 を決定すべ き との意 見が あったが、

これ らについては、保険料負担 に応 じた給付 とい う傷病手 当金 の基本的な

考 え方や実務 の コス トの面か ら問題 との意 見があ った。

Oま た、不 正請 求の 防止 に加 え、保険者機能の強化 の観 点か ら、事 業主へ

の質問 ・調査権 限の法律 上の明確 化 を検討すべ きである。

一7一



(生活習慣病 予 防)

○ 特定健診 ・保健 指導につ いて 、「保 険者 による健診 ・保健 指導等に関す る

検討会」 での議論 や制度導入か らこれ までの実績 を踏 まえ、その在 り方 を

検討 し、 引き続 き生 活習慣 病 を予防す る取組 を推進す る。

(1CT利 活用 の推進、 レセ プ ト審査 の質の向上 ・業務 の効 率化)

○ 本年4月 に電子 レセ プ トによる請求 が原則化 され たが、今後 も レセ プ ト

電子化が猶 予 され て いる医療機 関について電子 レセ プ トへ の移行 を勧奨 す

るなど、更 なる レセ プ トの電子化 を推進す る ことによ り、 レセ プ ト審査 の

質の 向上 ・業務 の効 率化 を図 る。

(保険者による適正受診の勧奨等の保険者機能の発揮)

O保 険者による被保険者に対する受診勧奨や頻回 ・重複受診への指導、重

症化予防などの取組など保険者機能の発揮による制度運営の効率化等を推

進する。

(療養 費の見直 し)

○ 柔道整復等 の療養費 について、審査体制 の強化な どその適正 な支給 を求

め る意見が 多か った こ と、会計検査院等か らも指摘 を受 けて いること、療

養費 は国民医療費 の伸 びを近年上 回 って増加 している現状 な どを踏 まえ、

平成24年 療養 費改定 において適正 化する とともに、関係者 による検 討会 を

設 け、中 ・長期的 な視 点に立 って 、柔道整復療養費等の在 り方 の見直 しを

行 う。

(医療費適正 化計画)

○ 以上の取組の ほか 、国及 び都道府 県は、特定健診 ・保健 指導の実施 に よ

る国民の健康 の保持 の推進 と平均在院 日数の短縮等 による医療の効率的

な提供 の推進 を柱 とす る医療 費適 正化計 画 を策定 し、医療費 の適正化 を図

っている。この うち、医療の効率 的な提供 の推進 につ いては、療養病床 に

係 る 目標 を凍結 した ことや 、成案 において新たな医療提供体制の方 向性 が

示 された ことも踏 ま え、平成25年 度か らの新たな計画期間 における目標

の在 り方等 を検討 し、引 き続 き医療費の適正化 を推進す る。
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(国保組 合の補助率 の見直 し)

03大 臣合意(平 成22年12月17日 、国家戦略担当大 臣 ・財務大 臣 ・厚生

労働大 臣)を 踏 まえ 、保険者間の公平 を確保す る観点か ら、所得水準の高

い国民健康保 険組合(以 下 「国保組 合」とい う。)に対す る国庫補助の見直

しを行 う。

○ なお、所得水準 の高 い国保組 合 につ いて も、国庫補助 を完全 に廃止す る

ことは財政運 営への影響が大 きい、国庫補 助 を廃止 した場 合には、保険料

の上昇 によ り加入者が脱退 し、国保組合 の解散等 の可能性 もある ことか ら

財政影響 につ いて精査す る必要が ある、 とい う意見 もあ った 。

以上のほか 、短時間労働者 に対す る被用者 保険の適用拡 大、産休期間 中の

保険料 免除 とい った年金改革 とともに進 めて い くべ き課題 もある。当部会 と

して意見 の隔た りが あ った点 もあるが、社会保 障 ・税一体 改革 は喫 緊の課題

で あ り、厚 生労働 省 においては、当部会 に おける種 々の意 見に十分 に留意 し

つつ、改革 を進 め られ たい。
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